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　現行の住宅マスタープランは、市民の住生活の安定の確保および向上を基本にしつつ、
市民・事業者と行政等の参画と協働によるすまい・まちづくりを総合的かつ効果的に進
めていくことを目的としています。
　策定から５年後にあたる今年度、芦屋市住宅マスタープラン評価・検証委員会を設け、
実態に即した取り組みを掲げた重点プログラムを中心に見直しを進めてきました。
　見直しの結果を「芦屋市住宅マスタープランの評価・検証（案）」としてまとめましたの
で市民の皆さんからのご意見を募集し、同時に説明会を開催します。
������

�����　　３月11日から４月10日（平日・執務時間内）
�����　　ご意見を文書（様式自由）にし、住宅課窓口へ持参、または郵送・ファクス・
　　　　　　　Ｅメールで下記へ
�����　　３月１日（金）から、住宅課・市役所北館１階行政情報コーナー・ラポルテ
　　　　　　　市民サービスコーナーでもご覧いただけます。
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私
た
ち
は
、で
き
る
限
り
、開
か
れ

た
教
育
委
員
会
、そ
し
て
開
か
れ
た
学

校
園
を
目
指
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。機
会
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、ぜ
ひ
、

本
市
教
育
委
員
の
会
議
の
傍
聴
や
学

校
園
行
事
や
オ
ー
プ
ン
ス
ク
ー
ル
等

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

市
民
や
保
護
者
の
皆
様
が
た
に
は
、

芦
屋
の
子
ど
も
た
ち
を
共
に
育
て
て

い
く
た
め
に
、今
後
も
教
育
の
諸
問
題

を
一
緒
に
考
え
て
い
た
だ
き
、さ
ら
な

る
お
力
添
え
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

先
日
、市
内
中
学
校
に
お
き
ま
し
て
、

教
員
に
よ
る
生
徒
へ
の
不
適
切
な
指
導

が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、皆
様
に
は
大

変
ご
心
配
と
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し

ま
し
た
。

　

本
市
教
育
委
員
会
で
は
、こ
の
事
案
を

大
変
重
く
受
け
止
め
、全
中
学
校
の
生
徒

へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、事
実
確
認

等
、詳
細
な
調
査
を
行
い
ま
し
た
。今
後

は
、原
因
の
究
明
を
行
う
と
共
に
、研
修

を
さ
ら
に
強
化
し
、再
発
防
止
に
努
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　　

本
市
教
育
委
員
会
で
は
、こ
れ
ま
で
も

「
命
と
人
権
を
大
切
に
す
る
教
育
」を
教

育
の
重
点
目
標
の
柱
と
し
、知
・
徳
・
体
の

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
子
ど
も
の
育
成
を

目
指
し
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

今
回
の
事
案
を
教
訓
に
、教
育
に
関
わ
る

す
べ
て
の
者
が
、以
下
の
こ
と
を
し
っ
か

り
と
再
認
識
し
、子
ど
も
た
ち
が
安
心
し

て
通
え
る
学
校
園
づ
く
り
を
進
め
て
ま

い
り
ま
す
。
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　地域に学ぶ「トライやる･ウィーク」の受け入れ事業所
（指導ボランティア）を募集します。日程は下記のとおりです。
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���　�����
　中学校２年生が５日間学校を離れて、地域・職場・自然の中でさまざまな体験
をすることによって、共に生きる心や感謝の気持ち、自立して生きる力を育みます。
　市内の事業主のかたで、新たに生徒を受け入れていただける場合は、下記まで
お知らせください。受け入れは、可能な学校と人数で構いません。期間中に定休
日のある場合、期間直後の土曜または日曜に実施し、合計５日間の受け入れをお
願いします。　
　また、地域の皆さんから活動している生徒への温かい見守りやお声かけをお
願いします。
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　今年３月に芦屋市次世代育成支援対策推進行動計画の別冊と
して「子ども・若者育成支援計画」を策定しました。
　計画の内容説明と共に、困難な状況にある若者への支援につい
て記念講演会を開催します。

■��　３月24日（日）午後２時～４時　���
保健福祉センター（多目的ホール）　���　①
次世代育成支援対策推進行動計画－別冊－子ど
も・若者育成支援計画について②講演「不登校と
ひきこもりからの出発」　���　兵庫教育大学
教授/医師（精神神経科）/臨床心理士・岩井圭司氏
���　先着100人　�����　直接会場へ�����
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���　３月21日（木）
　　　　午前10時～11時30分
���　西蔵集会所和室
　　　　（いす・テーブル）
■����　３月15日（金）ま
　　　　　　でに下記へ
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�����　３月16日（土）午後１時30分～４時30分　
■����　木口記念会館大会議室　
�����　はじめてのＳＳＴ
　　　　　　～家族が楽になるコミュニケーションを学びましょう～　
�����　梅花女子大学心理こども学部こども学科准教授・瀧本優子氏　
�����　芦屋メンタルサポートセンター（�32-0458）へ
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　市内で８番目の私立認可保育園「（仮称）蓮美幼児学園芦屋山手ナーサリー」が、４月に
開園されます。
　開園まで近隣の皆さんにご不便やご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願
いします。　
�������	
���

�����　社会福祉法人「光聖会」　�������　延床面積
420㎡（１Ｆ鉄筋・２Ｆ木造）　���　山手町11－８　�����
�　４月１日　���　78人（０歳児から５歳児）　�����
午前７時30分～午後６時　�����　午後６時～７時　���
�　日曜・祝日・年末年始　����　詳細は社会福祉法人「光
聖会」（�06-6771-4152）へ
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�����　　３月16日（土）午後１時30分～３時（午後１時～受け付け）
�����　　市役所分庁舎２階大会議室
＊会場には電車・バス等の公共交通機関でお越しください。
　申し込みは不要です。お気軽にお越しください。
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　障がい者（児）・ぜんそく児・高齢者に開放している水浴訓練
室のスケジュールが４月から変わります。
　開放日より１カ月前から予約が可能です。
� � � � � � � 	 
 � � �
������火曜日午後１時30分～３時（コースロープあり）/水
曜日（第４週を除く）午前９時30分～10時30分（コースロー
プなし）/土曜日午後４時～５時（コースロープあり）����
��火曜日午後３時30分～５時/土曜日午後０時30分～１時30
分�������土曜日午後２時～３時30分�����火・水・
木・金曜日午前11時30分～午後０時30分※ミニレッスンなし/
水・木・金曜日午後１時～２時30分（金曜日は第２・４週のみ）
※事業によりスケジュールを変更する場合があります。
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●平日の昼間は水道部
へお尋ねください。

●土曜日・日曜日・祝日
は市役所（�31-2121）
へお尋ねください。

●夜間の修理は、右の業
者が待機しています。
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　地域や身近な人等によるごみ出しの協力が得られず、かつ、ごみステーションま
でごみを持ち出すことが困難な１人暮らしの高齢者（介護保険の要介護２以上の
介護保険のホームヘルプサービスを利用している人）または障がい者（身体障害者
（難病患者を含む）・知的障害者・精神障害者に対する支援制度でホームヘルプサー
ビスを利用してる人）のかたを対象に、登録制（要審査）による「家庭ごみ（燃やすご
み・紙資源・かん・びん・ペットボトル・その他燃やさないごみ）」の個別収集事業の
愛称を募集します。
������電話またはファクスで、愛称名・住所・氏名・電話番号を記載し、３月21
　　　　　　　日（木）までに下記へ
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　個人市民税・県民税は毎年１月１日現在に芦屋市内にお住まいのかたに、固定資産
税・都市計画税は毎年１月１日現在で芦屋市内に固定資産（土地・家屋・償却資産）を
お持ちのかたに課税されます。
　海外へ出国される場合には、市税の納付および納税管理人選定等の手続きが必要
ですので、下記にご連絡ください。
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　軽自動車税は毎年４月１日現在に軽自動車（原動機付自転車を含む）をお持ちのか
たに課税されます。廃車・譲渡した場合、または盗難にあった場合は、登録をそのまま
にされていますと引き続き課税されますので、廃車の手続きをしてください。また、
芦屋市外へ転出される場合は、芦屋市で廃車の手続きをし、転出先の住所地で登録す
る必要があります。海外へ出国される場合も廃車の手続きが必要ですので、下記の場
所で必要な書類を確認のうえ、必ず、登録の変更・廃車等の手続きをしてください。
　なお、軽自動車税は年度途中で廃車されても月割計算して還付する制度はありません。
��������	
����������������������

　課税課管理担当（市役所南館１階・13番窓口）�38-2015
��������	
���������	��������	����������

　神戸運輸監理部兵庫陸運部〈神戸ナンバー〉�050-5540-2066
　（〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町34-2）
�������	
�	����

　軽自動車検査協会兵庫事務所〈神戸ナンバー〉�078-927-3648
　（〒651-2145 神戸市西区玉津町居住字孫田67-1）
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　身体障害者手帳または療育手帳を所持している児童等を対象に運動や水慣れを目的とした水浴
訓練を実施します。※集団訓練と個別訓練のいずれかの申し込みとなります。

���　４月～９月������隔週土曜日午前10時～11時30分������隔週水・金曜日午後３時
30分/４時/４時30分　���　保健福祉センター１階「水浴訓練室」　■��　������〈Ａコー
ス〉水慣れ目的〈Ｂコース〉水中運動が苦手で軽い運動目的（保護者との入水が必要）������対象
児（１～18歳）に応じた個別の水慣れ・水中運動等の訓練（保護者の同伴が必要）　���　身体障害
者手帳または療育手帳を所持している児童等������〈Ａコース〉１～５歳〈Ｂコース〉５～18歳
※各コース10人程度������９人　���　１回400円（市民税非課税世帯は無料）　�����
������市ホームページから参加申込書をダウンロードまたは、はがきに、児童氏名・生年月日・
保護者氏名・住所・電話番号・希望のコース・開放事業登録の有無（有の場合は登録番号）を記入の上、
３月15日〈必着〉までに下記へ【�����３月１日～15日までに下記へ�������３月16日（土）
午後１時30分～福祉センター３階会議室１へ要参加※両訓練とも申し込み多数の場合は抽選
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電話またはファクスで、住所・氏名・年齢・電話番号・対象区分（高齢者または障
がい者）を記載し、３月21日（木）までに下記へ
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���　�������４月４日～毎週木曜
〈全10回〉①午前９時30分～11時②午前11時10
分～午後０時40分③午後１時30分～３時④午
後１時30分～３時�������４月２日～毎
週火曜〈全10回〉⑤午前11時～午後０時30分⑥
午後１時20分～２時50分⑦午後３時～４時
30分　���　芦屋公園テニスコート　��
��①初級Ａ②⑥中級③初心者④初級Ｂ⑤
初級⑦上級　����①②各24人③④各12人
⑤⑥⑦各10人　���　15,000円〈10回分〉　
������所定の用紙に記入の上、３月20
日（水）午前９時～午後５時までに下記窓口へ
※申し込み多数の場合は抽選
�������	
��������������

���　３月29日（金）午前９時
～午後５時〈雨天中止〉　���
芦屋公園テニスコート　���
市内在住・在勤・在学のかた（小
学生は保護者同伴・申込者を含
め４人まで）　����　テニ
スウエア・シューズ・ボール　�
����　所定の用紙に申込者
氏名・年齢・住所・電話番号・ファ
クス番号・同伴者氏名・年齢・希
望時間を記入の上、ファクスま
たは下記窓口へ
��������	
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�����　３月９日（土）午前10時～午後３時
�����　体育館・青少年センター
�����　先着60人　�����　下記へ
�������	
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�����　３月24日（日）午前10時～11時15分
�����　体育館・青少年センター競技場
�����　幼児（４～６歳の就学前の子ども）と保護者２～３人・30組
������日本幼児体育学会幼児体育指導員
�����　３月18日（月）までに下記へ
���������������	
����������

����������������　３月30日（土）午後１時15分～５時
����������������　体育館・青少年センター競技場
����������������　小学３年生以上（チーム構成はダブルス）
�����������������１人300円（当日会場徴収）
����������������　３月11日（月）までに大会事務局
　　　　　　　　　　　　　　　　　（スポーツ・青少年課）へ
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　毎年、年度末は自動車の検査・登録申請窓口が非常に混雑して長時間お待たせ
することになりますので、自動車の検査・登録手続きは比較的すいている３月中
旬までに、お済ませくださいますようお願いします。
　なお、継続検査は、自動車検査証の有効期間の満了する日の１カ月前から受け
られますので、余裕をもって受けてください。
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　障がいのあるかたの雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」によ
り、法定雇用率以上の割合で雇用するよう義務づけられていま
す。
　この法定雇用率が1.8％から2.0％に引き上げられます。
　障がいのあるかたを雇用しなければならない事業主の範囲
は、従業員56人以上から50人以上に変わりますので、従業員50
人以上56人未満の事業主の皆さんは特にご注意ください。


